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＜実施計画事業＞

多様性の尊重推進

人 すこやか 共生　　　政策の柱８ 地域における共生社会の実現

 
 

 

 

計画事業名称 多様性の尊重推進 

方向性 
・誰もが自分らしく暮らせる社会を実現するため、性別、年齢、国籍、障害の有無など

にかかわらず、多様性を認め合う意識づくりを推進する。 

事業概要 

・高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など、さまざまな分野の権利擁護を推進する。 

・多様性への理解を促進し、お互いを認め合う意識を醸成するため、各種講座・パンフ

レット等による啓発、居場所づくり等を充実させる。 

・性自認・性的指向のあり方や多様性を認め合い、差別や偏見をなくせるよう、思いや

悩みを共有し、自分らしく過ごせる交流スペース「みんなのひろば」を開催する。 

・戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして協力し合い、生活を共

にすると約束した方々が、自由な意思により宣誓することができるパートナーシップ

制度の導入を検討する。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 
さまざまな権利

擁護の推進 
推進 推進 推進 推進 推進 

２ 
多様性の理解促

進 
促進 

手話言語 

条例制定 
促進 促進 促進 

３ 

多様性尊重に係

る啓発講座・学

習会等の開催

【年間】 

12 回 7 回 8 回 9 回 9 回 

４ 

性的マイノリテ

ィへの理解促進

【年間】 

・交流スペース 

「みんなのひろば」 

4 回 

 

 

・交流スペース 

「みんなのひろば」 

2 回 

 

 

・交流スペース 

「みんなのひろば」 

2 回 

・パートナーシップ

制度の検討 

・交流スペース 

「みんなのひろば」 

3 回 

 

 

・交流スペース 

「みんなのひろば」 

4 回 

 

 

指

標 

日頃から人権を

意識して生活し

ている区民の割

合 ※ 

70％以上 
63.3％ 

(令和元年度) 
― ― 65％ 

備 考 ※品川区人権に関わる意識調査 

主管課：人権啓発課、福祉計画課、障害者施策推進課、障害者支援課 
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人 すこやか 共生　　　政策の柱８ 地域における共生社会の実現

＜実施計画事業＞

高齢者多世代交流支援施設の整備と事業の充実
 

計画事業名称 高齢者多世代交流支援施設の整備と事業の充実 

方向性 

・地域共生社会を実現するため、高齢者が多世代の地域住民と交流できる施設を整備す

る。 

・今後も高齢者の増加が見込まれていることから、高齢者を主とした健康の維持・増進

および生きがいづくりを支援する。 

事業概要 

・60 歳以上の区民を利用対象とするシルバーセンターを、大規模改築等に合わせて多世

代の区民が利用できる高齢者多世代交流支援施設（ゆうゆうプラザ）*へ転換し整備す

る。 

・ゆうゆうプラザまつりや敬老のイベント等、高齢者から子どもまで、多世代の区民が

交流できる事業を実施する。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 
ゆうゆうプラザ

の整備 

 

②整備検討 

①北品川 設計   

 

①北品川 工事   

 

①北品川 工事 

②整備検討 

①北品川 開設 

②整備検討 

２ 
ゆうゆうプラザ

の運営 
7 施設 4 施設 4 施設 4 施設 5 施設 

３ 
多世代交流事業

の実施 

・ゆうゆうプラ

ザまつりの実

施 

・敬老のイベン

トの実施 

・多世代が参加

できる事業の

充実 

・ゆうゆうプラ

ザまつりの実

施 

・敬老のイベン

トの実施 

・多世代が参加

できる事業の

充実 

・ゆうゆうプラ

ザまつりの実

施 

・敬老のイベン

トの実施 

・多世代が参加

できる事業の

充実 

・ゆうゆうプラ

ザまつりの実

施 

・敬老のイベン

トの実施 

・多世代が参加

できる事業の

充実 

・ゆうゆうプラ

ザまつりの実

施 

・敬老のイベン

トの実施 

・多世代が参加

できる事業の

充実 

指

標 

多世代交流事業

参加者数【年間】 
20,000 人 10,000 人 13,500 人 14,000 人 15,000 人 

備 考  

主管課：高齢者地域支援課 

 



区の鳥　ユリカモメ（カモメ科）
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人 すこやか 共生　　　政策の柱９ 生涯を通じた健康づくりの推進

政策の柱９　生涯を通じた健康づくりの推進

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇区民一人ひとりが、それぞれのライフステージに合わせて主体的に楽しく健康づくりに取

り組める環境が整備されています。健康づくり推進委員*の活動など、地域ぐるみで健康づ

くりとフレイル*予防が推進され、地域の中で元気に活躍する高齢者が増加しています。

〇働き盛りの方の生活習慣病対策や、総合的ながん対策が推進され、区民が疾病予防に取り

組み、安心して生活できる環境が整っています。

〇新型インフルエンザ等新興・再興感染症*や大規模食中毒などに対する健康危機管理体制*

が充実し、区民の健康と生活が守られています。

〇地域におけるネットワークの強化や相談支援体制の充実など、生きることの包括的な支援

により、誰も自殺に追い込まれることのない社会が実現しています。

〇高齢者が増加する中、住み慣れた地域で療養できるよう、急性期*から在宅医療まで、区民

の健康を支える地域の医療環境が充実しています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 健康意識向上を図る事業の推進

○ 主体的な健康づくり活動を行う区民グループへの支援

○ 正しい食生活の理解促進

○ 生涯を通じた歯と口の健康づくり

○ 総合的ながん対策の推進

○ 国保基本健診等の推進

○ 精神保健対策の充実

○ 自殺対策の推進

○ 受動喫煙防止対策の推進

○ 新興感染症等健康危機に備えた対応力の強化

区民の主体的な健康づくりを支援す

る

がんなどの疾病対策や地域医療連携

を推進する

安心して生活できる環境を整備する

区民を健康危機から守る
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人 すこやか 共生　　　政策の柱９ 生涯を通じた健康づくりの推進

＜実施計画事業＞

健康意識向上を図る事業の推進

 
 

 

 

計画事業名称 健康意識向上を図る事業の推進 

方向性 

・「人生 100 年時代」を見据えて生涯を通じた健康づくりを推進するため、運動する時間

を確保することが困難な働き盛り世代や、高齢期を迎えた世代の健康づくり事業を充

実させる。 

事業概要 

・20 歳以上の区民を対象に、スマートフォンアプリを活用して、ウォーキングや健康診

査など自身の健康に関連した活動を通じてポイントを取得できる健康ポイント事業を

実施する。区内の観光地等をポイント取得の拠点とする等、楽しみながら運動できる

事業として充実を図っていく。 

・年齢、目的に応じた区民の健康づくり活動を支援するため、60 歳以上を対象とした体

操教室（健康塾）や、生活習慣病予防のための座学も含めた健康教室（40 代からの健

康塾）を実施する。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 
健康ポイント事

業の実施【年間】 
5,000 人 4,200 人 4,400 人 4,600 人 4,800 人 

２ 健康塾【年間】 2,200 人 2,100 人 2,150 人 2,200 人 2,200 人 

３ 
40 代からの健康

塾【年間】 
300 人 150 人 200 人 250 人 300 人 

指

標 

健康意識が高ま

った人の割合 
85％ 75％ 80％ 85％ 85％ 

備 考  

主管課：健康課 
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人 すこやか 共生　　　政策の柱９ 生涯を通じた健康づくりの推進

＜実施計画事業＞

主体的な健康づくり活動を行う区民グループへの支援 
 

計画事業名称 主体的な健康づくり活動を行う区民グループへの支援 

方向性 
・区内 13 地区に設置された健康づくり推進委員会や「地域健康づくりグループ*」など、

主体的に活動する区民グループを支援し、地域における健康づくり活動を推進する。 

事業概要 

・健康づくり推進委員が実施するウォーキングや料理講習会、健康に関する講演会など、

地域で気軽に参加できる健康づくり活動について、区と推進委員が協力して充実を図

っていく。 

・「地域健康づくりグループ」が持続的に活動できるように、スキルアップのための講習

等の支援や、ゆうゆうプラザ・ほっとサロン等での活動機会の提供を行うとともに、

グループ活動のＰＲおよび健康づくりの啓発につながる健康フェスタを開催する。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 

推進委員が行う

ウォーキングや

講演会等の開催

【年間】 

55 回 10 回 50 回 55 回 55 回 

２ 

「地域健康づく

りグループ」が

行う健康づくり

活動の実施【年

間】 

100 回 20 回 50 回 70 回 80 回 

指

標 

推進委員が行う

健康づくり活動

の参加者数【年

間】 

5,500 人 100 人 5,000 人 5,250 人 5,300 人 

「地域健康づく

りグループ」が

行う各種活動の

参加者数【年間】 

1,100 人 150 人 500 人 750 人 900 人 

備 考  

主管課：健康課、荏原保健センター 
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人 すこやか 共生　　　政策の柱９ 生涯を通じた健康づくりの推進

＜実施計画事業＞

正しい食生活の理解促進

 
 

 

計画事業名称 正しい食生活の理解促進 

方向性 

・区民が「健康的な食事」を理解し、自身の健康のために望ましい食生活が実践できる

よう支援する。 

・バランスのとれた食事を実践することで望ましい食習慣を獲得し、肥満や糖尿病など

の生活習慣病を予防できるよう、子育て世代からの健康づくりを推進する。 

事業概要 

・子育てにおける食の不安を解消するため、対象世代に向けた講習会(マタニティクラ

ス・離乳食教室・幼児食教室等)を実施する。 

・庁内関係課との連携と栄養士会等の協力により、区民に向けた食に関するイベントや

講演会等を開催し、健康的な食生活に関する情報を積極的に発信する。 

・飲食店や、近年利用者が増加している中食
なかしょく

*等を提供する事業者に、リーフレット等を

活用して健康的な食事提供についての普及・啓発を行う。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 

子育て世代に向

けた講習会の実

施【年間】 

113 回 184 回 184 回 113 回 113 回 

２ 
食に関する講演

会の開催【年間】 
2 回 1 回 2 回 2 回 2 回 

３ 

食に関する啓発

イベント等の実

施【年間】 

延 500 人 延 28 人 延 250 人 延 350 人 延 400 人 

４ 
食事提供事業者

への普及・啓発 
実施 実施 実施 実施 実施 

指

標 

健康的な食生活

を理解した人の

割合 

60％ 52％ 53％ 54％ 55％ 

備 考  

主管課：生活衛生課、各保健センター 
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人 すこやか 共生　　　政策の柱９ 生涯を通じた健康づくりの推進

＜実施計画事業＞

生涯を通じた歯と口の健康づくり

 
 

 

 

計画事業名称 生涯を通じた歯と口の健康づくり 

方向性 

・生涯を通じて食事や会話を楽しむといった生活の質を守るためには、歯と口の健康を保

つことが重要である。幼児期から歯磨きなどのセルフケアの習慣化を促すとともに、高

齢期における口腔機能低下やフレイルを予防するため、定期的な歯科健診を実施する。 

事業概要 

・乳幼児健診（１歳６か月健診、３歳児健診）において歯科健診を実施しており、さらに

２歳児においても歯科健診を実施する。希望者にはフッ化物塗布*を行い、むし歯予防を

行う。 

・成人歯科健診では、法定の 40,50,60,70 歳に加え、20,25,30,35,45,55,65 歳の７年齢を

区で拡大して実施する。 

・後期高齢者歯科健診では、一般口腔内検査の他に口腔機能評価・フレイル評価を実施し、

生涯を通じた歯と口の健康保持を図る。 

年次計画・指標 
目標 

(令和 11 年度) 

現況 

(令和 3年度) 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

１ 

２歳児歯科健

診の実施【年

間】 

2,985 人 2,380 人 2,890 人 2,930 人 2,930 人 

２ 
成人歯科健診

の実施【年間】 
6,600 人 5,800 人 5,900 人 6,000 人 6,100 人 

３ 

後期高齢者歯

科健診の実施

【年間】 

4,100 人 1,470 人 2,220 人 2,480 人 2,880 人 

指

標 

歯科健診 

受診率 

･２歳  76.0％ 

･成人  11.8％ 

･後期  20.0％ 

・２歳  70.0％ 

・成人  9.8％ 

・後期  9.8％ 

・２歳  76.0％ 

・成人 10.1％ 

・後期 14.0％ 

・２歳  76.0％ 

・成人 10.3％ 

・後期 15.0％ 

・２歳  76.0％ 

・成人 10.6％ 

・後期 16.0％ 

備 考  

主管課：健康課、国保医療年金課、品川保健センター 
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 10 子どもの笑顔があふれるまちの実現

政策の柱 10　子どもの笑顔があふれるまちの実現

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇しながわネウボラネットワーク*をはじめとした、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援体

制が確立され、誰もが安心して子どもを産み、楽しく子育てができるまちになっています。

〇個々の家庭のライフスタイルに応じた子育てサービスが充実し、すべての子育て世帯が自由

に保育・教育環境を選択することが可能となっています。

〇地域での子育て力が向上し、地域ぐるみで子どもを見守り育てる、誰もが子どもにやさし

く、子どもたちの笑顔があふれるまちになっています。

〇児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応が図られるよう、区と学校や警察などの関係機関

が連携し、すべての児童が適切な養育を保障され、児童虐待のないまちが実現しています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞　

○ しながわネウボラネットワークの推進

○ 医療的ケア児と家族支援の充実

○ 児童家庭相談・支援機能の充実

○ 区立児童相談所の開設・運営

○ 子育て世帯の交流機会の充実

○ 多様な一時預かりサービスの充実

○ 質の高い保育・乳幼児教育の提供

○ 区立保育園・児童センターの改築

○ 保育園・幼稚園・すまいるスクールにおける特別な配慮

　 を要する子どもの保育・乳幼児教育等の充実

子育ち・親育ちを支援する

子育て力のある地域社会をつくる

子育て支援・教育機能を拡充・強化

する
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 11 未来を切り拓く学校教育の推進

政策の柱 11　未来を切り拓く学校教育の推進

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇義務教育９年間の一貫した質の高い教育が、各学校の持ち味を活かした多様な方法で実践

され、複雑化・多様化している時代を生き抜く力を、児童・生徒が身に付けています。

〇すべての児童・生徒の学ぶ機会を保障するため、個々の教育的ニーズに応じた支援体制が

構築されています。

〇品川コミュニティ・スクール*の活動が活発になり、学校や家庭、地域が一体となった社会

総がかりの教育が行われ、地域とともにある学校づくりが進められています。

〇学校施設の改築や設備の向上が進み、児童・生徒が安全で充実した学習環境のもと、学校

生活を送っています。ＩＣＴ（情報通信技術）*機器の利用環境も一層充実し、情報活用能

力が向上しています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 社会を生き抜く力を育む市民科教育の充実・発展

○ 英語教育の推進

○ 伝統・多文化理解の促進

○ ＩＣＴを活用した学習の推進

○ 区固有教員の配置と育成

○ 学校改築の計画的な推進

○ 教育のインクルージョンの実現に向けた取り組みの充実

○ いじめの根絶に向けた対策強化

○ 不登校児童・生徒への支援の充実

○ 地域との連携・協働による品川コミュニティ・スクール

　 の推進

未来を切り拓く力を育む教育を推進

する

学ぶ機会を保障する支援体制を推進

する

地域とともにある学校づくりを推進

する

教員の働きやすい環境を整備・拡充

し、資質向上を図る

良好な教育環境をつくる























ジュニア・イングリッシュキャンプ
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 12 青少年の成長と自立の支援

政策の柱 12　青少年の成長と自立の支援

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇すべての子どもや若者が、自立した個人として社会性を育み、心身ともに健やかな成長を

図るための環境が整っています。

〇子ども・若者の個人としての尊厳や多様性を重んじ、その最善の利益が考慮される社会に

なっています。

〇経済面や不登校、ひきこもりなど社会的自立に困難を抱える青少年およびその家庭への支

援体制など、学校や社会への復帰、再スタートをサポートする体制が構築されています。

〇子ども・若者の成長を地域・家庭など社会全体で支えるための環境が整備されています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 社会的自立に向けた青少年の体験・交流機会の充実すべての青少年の成長を支援する

社会的自立に困難を抱える青少年を

支援する

青少年の成長を支える環境を整備す

る
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 13 高齢者が安心して暮らせる環境づくり

政策の柱 13　高齢者が安心して暮らせる環境づくり

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇健康づくりや介護予防の推進、住まいの確保などが充実し、地域包括ケアシステム*が構築

され、高齢者が安心して地域で自立した日常生活を送っています。

〇医療と介護の連携による適切な支援の提供、地域密着型サービス*や常時介護が必要になっ

た場合のセーフティネットとしての介護保険施設*が整備されています。

〇ＩＣＴ（情報通信技術）、ＡＩ（人工知能）等、先端技術の活用による効果的・効率的な

介護サービスの提供や情報管理などが行われ、介護人材の確保・育成支援が充実し、さら

に質の高い介護保険事業が運営されています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 介護予防事業の充実

○ 認知症の早期発見および理解促進と本人・家族支援

○ 高齢者の住宅あっ旋事業と生活支援サービスの推進

○ 医療と介護の連携体制と在宅療養の強化

○ 高齢者福祉施設の整備促進

○ 介護福祉職員の確保・定着支援の充実

地域包括ケアシステムを推進する

医療と介護の連携を推進する

多様な入所・入居系施設の充実を図

る

質の高い介護保険事業を運営する















認知症の人と家族を支えるために活動するキャラクター　くるみちゃん
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 14 障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり

政策の柱 14　障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇障害者本人やその介護者の高齢化、障害の重度化・重複化、価値観・ライフスタイルの多

様化に合わせ、一人ひとりの障害特性やニーズを的確に把握し、さまざまな社会資源やサー

ビスに適切につなぐための相談体制が整備されています。

〇乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、高齢期、それぞれのライフステージに求められる支

援が総合的・継続的になされるよう、社会資源の整備、人材育成が充実しています。

〇ＩＣＴ（情報通信技術）利活用による視覚・聴覚障害者などのコミュニケーションの拡大

や就労支援による社会参加など、新たな技術を活用した支援が充実しています。

〇障害者理解のための普及啓発活動の推進が図られ、障害のある人もない人もお互いに尊重

し合い、支え合いながら、地域の中で共生する社会が構築されています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 障害者の就労支援の推進

○ 地域生活支援拠点のサービス・相談体制の充実

○ 障害者グループホームの整備促進

○ 重症心身障害者通所施設の運営充実

○ 療育支援体制の充実

相談支援体制を充実する

地域での自立した生活を支援する

障害者の社会参加を促進する
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人 すこやか 共生　　　政策の柱 15 平和で人権が尊重され多様性を認め合う社会の実現

政策の柱 15　平和で人権が尊重され多様性を認め合う社会の実現

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇非核平和都市品川宣言*の理念のもと、非核・平和意識が区民に広く浸透しています。

〇差別意識や偏見の解消を通じ、人権尊重意識が区民に広く浸透しています。

〇性別等にかかわらず多様な生き方を認め合う社会の視点が根付き、地域、家庭、職場、学

校など社会のあらゆる場面で、区民が性別や年齢、障害、国籍、人種、文化などのさまざ

まな違いを理解・尊重し、共生できる環境が構築されています。

〇在住外国人が、積極的に行事に参加するなど地域の一員として溶け込み、安心して快適で

豊かな日常生活を送っています。

〇国の文化や歴史、価値観の違いを理解し、お互いに尊重し合う多文化共生社会が実現して

います。また、区民が、世界が抱える課題に関心を持ち、持続可能で多様性を認め合う社

会の実現に向けて行動しています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 非核平和都市品川宣言事業等の推進

○ 地域における国際理解の促進

○ 人権尊重都市品川宣言事業等の推進

○ 男女共同参画の推進

非核・平和意識を普及させる

人権尊重意識を向上させる

女性の活躍と多様な生き方を認め合

う社会をつくる

多様な国際交流を推進する

外国人に開かれた地域社会をつくる











非核平和都市品川宣言シンボルマーク
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 16 区民を災害から守る対策の推進

政策の柱 16　区民を災害から守る対策の推進

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇品川区災害対策基本条例*の理念のもと、「公助」による総合的な災害対策が進められ、市

街地の防災性が向上するとともに、地域の防災力と応急活動体制が強化されています。

〇住宅の不燃化や耐震化、避難道路*の整備等が進み、発災時における木造住宅密集地域*の

防災性が向上するとともに、都市型水害*に強い基盤の整備が充実しています。

〇「自助」「共助」による自主防災意識*が高まり、区民、防災区民組織*、事業者等の連携

が進展するとともに、災害時のさまざまな要配慮者*への支援体制が構築されています。

〇避難活動、救出・救護活動などの応急活動体制の強化が進むとともに、新たな技術やさま

ざまな媒体を用いた情報収集・発信手段が充実しています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 区民・事業者等への防災教育の充実

○ 避難行動要支援者等の支援強化

○ 避難所の生活環境の向上

○ 災害時における情報収集および発信の充実と強化

○ 駅周辺帰宅困難者対策の推進

○ 防災関連計画の整備・修正

○ 木造住宅密集地域における防災性の向上

○ 木造住宅等の耐震化支援

○ 広域避難場所周辺および特定整備路線沿道における不燃化の促進

○ 地区防災道路・避難道路の拡幅整備

○ 電柱のない道路づくりの推進

○ 都市型水害に強い基盤の整備

○ がけ・擁壁の安全化対策の促進

災害対策を総合的に推進する

市街地の防災性を高める

地域の防災力を強化する

応急活動体制を強化する
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 17 地球環境にやさしいまちづくり

政策の柱 17　地球環境にやさしいまちづくり

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇地球温暖化対策が進むとともに、将来にわたる持続可能な発展のため、太陽光発電などの

再生可能エネルギー*が積極的に活用され、さらに省エネと創エネ*を組み合わせたＺＥＢ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）*やＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）*

などの環境に配慮した建物が増えることで、まち全体の環境負荷の低減が実現しています。

〇ごみの発生抑制（リデュース）や資源の再利用（リユース）の実践が進み、区民のライフ

スタイルそのものが環境負荷の少ないスリムな生活に転換され、持続可能な循環型社会*が

実現されています。

〇地球温暖化をはじめとする環境課題について継続的な発信や情報提供を行うことで意識向

上につながっています。また、区民や事業者との協働や他自治体との相互連携による環境

コミュニケーション*が充実し、効果的な環境活動の取り組みが活発に行われています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 楽しく学べる体験型環境学習の充実

○ 使い捨てプラスチックごみ・食品ロス削減の推進

○ 温室効果ガス排出量ゼロ（ゼロカーボン）に向けた

　 取り組みの推進

○ 区有建築物等におけるＣＯ２排出量削減の取り組み

○ リサイクル品目の拡充と資源回収の推進

低炭素社会への取り組みを推進する

循環型社会への取り組みを推進する

環境意識の向上を図る

生活環境対策を推進する
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 18 安全と安心を体感できる地域社会の実現

政策の柱 18　安全と安心を体感できる地域社会の実現

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇子どもや高齢者を地域全体で見守る活動が活発に行われ、「子どもの犯罪被害ゼロ」、

「高齢者を狙った特殊詐欺*の被害ゼロ」が実現しています。

〇区民の生命・財産を守る施策が充実し、23区内の中で犯罪認知件数が最小となり、「治安

が良い」と感じる人の割合がもっとも多くなっています。

〇消費生活相談に加え、消費者教育や啓発により自立した消費者を育成し、トラブルに巻き

込まれやすい高齢者や若者等には関係機関や周囲の人々の見守りが行われています。

〇国民保護措置*が関係機関と連携して的確かつ迅速に実施され、武力攻撃事態や大規模テロ

等から区民の生命・身体および財産を保護できるようになっています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 犯罪から地域を守るための防犯対策の強化

○ 消費者の安全安心を確保するための啓発活動の推進

犯罪に強いまちをつくる

消費生活の安全・安心を確保する

国民保護措置を総合的に推進する







品川区防犯マスコット　しなぼう
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 19 区民と進める交通安全のまちの実現

政策の柱 19　区民と進める交通安全のまちの実現

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇道路の安全な歩行者空間の確保に加え、自転車の安全利用の推進ならびに子どもや高齢者

等に対する交通安全の啓発等により交通事故が減少し、便利で安全な交通環境が整備され

ています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 駅周辺等放置自転車対策事業の推進

○ 登下校中における児童の安全確保の推進

交通事故のないまちをつくる

子ども・高齢者の交通安全確保を推

進する

安全で安心な道路環境を確保する
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 20 地域特性を活かした計画的なまちづくり

政策の柱 20　地域特性を活かした計画的なまちづくり

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇リニア中央新幹線や羽田空港アクセス線開業による国際都市としてのポテンシャル向上と

いう優位性を活かし、地域の特性に合わせた高度な都市機能を備えた市街地・都市基盤が

整備されています。

〇まちの開発・整備後も、地域の特色を活かしたまちづくりと良好な環境維持のために民間

主体でまち運営を行っていく「エリアマネジメント*」が活発に行われています。

〇公営住宅を含めた既存住宅が長寿命化やリノベーション*により良質なストックとして適切

に維持・活用され、多様なライフスタイルに対応した住まいづくりが充実しています。

〇民間の空き家・空き室等を活用した新たな住宅セーフティネット*制度が充実し、居住支援

協議会を中心とした住宅確保要配慮者*に対する支援体制が構築されています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 空き家等適正管理の促進

○ 住宅確保要配慮者への支援

○ マンションの適正管理支援

○ 武蔵小山駅周辺地区の整備促進

○ 戸越公園駅周辺地区の整備促進

○ 大崎駅周辺地区の整備促進

○ 五反田駅周辺地区の整備促進

○ 大井町駅周辺地区の整備促進

○ 品川駅南周辺地域の整備促進

魅力的で活力のある都市空間を形成

する

身近で住みよい生活圏を形成する

安心して生活できる住まいづくりを

進める
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安全 あんしん 持続　　　政策の柱 21 快適な交通環境の整備

政策の柱 21　快適な交通環境の整備

＜ 10 年後のめざす姿＞

〇鉄道・バスなどの既存公共交通網に加え、コミュニティバス*やシェアサイクル*を含めた

自転車活用等により充実した交通環境が形成され、さらに交通とサービスをつなぐＭａａ

Ｓ（モビリティ・アズ・ア・サービス）*を積極的に取り入れることで、誰もが利便性の高

い移動手段を利用できる社会が実現しています。

〇幹線道路の計画的整備や、生活道路の計画的な改修、鉄道立体化*にともなう踏切の解消に

より、交通の円滑化が進むとともに、災害時の避難や緊急車両等の通行が確保されるなど

市街地の防災性が向上しています。また、自動運転に代表されるスマートモビリティ*社会

に対応した道路ネットワークが構築されています。

〇身近な移動手段である自転車・自動車等においては、所有から共有へといったシェアリン

グエコノミー*の意識が浸透し、シェアサイクルなどが、観光や日常の買い物など多目的に

利用されています。

＜ 10 年後のめざす姿を実現するための基本的な考え方と計画事業＞

＜関連するＳＤＧｓのゴール＞

○ 駅前広場整備事業

○ 都市計画道路（補助 163 号線）の整備推進

○ 細街路の拡幅整備

○ 鉄道連続立体交差事業

○ コミュニティバスの導入
利便性の高い公共交通網を構築する

快適な道路環境を整備する

交通まちづくりを推進する















本文中において、特に解説が必要な語句等は、末尾に「＊」を付していますので、用語解説ページを参照してください。
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変化に対応する区政運営

＜今後 10 年間の方向性と計画事業＞

○ 公有地の有効活用

○ 多様な行政課題に柔軟に対応できる人材の育成

○ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

○ 全国自治体との連携の推進

○ 多様な媒体を活用した情報発信とシティプロモーション

　 の推進

○ 新庁舎の整備

区民参画と情報発信を推進する

中長期的な視点で施設マネジメント

を推進する

協働によるまちづくりを促進する

ＩＣＴなどの先端技術を活用して利

便性向上を推進する

地方分権・全国連携を推進する

変化に対応して効果的・効率的に施

策を展開する

区民に信頼され実行力ある職員の育

成と横断的な組織運営を推進する

健全財政を堅持する

変化に対応する区政運営
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１　品川区総合戦略の位置づけ

　品川区総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、区の人口動向を分析し将来展

望を示す「品川区人口ビジョン」を踏まえて策定する計画です。区が持続的に発展していく

ための戦略的目標を掲げ、目標の達成に向けた取り組みを示すため、2015（平成 27）年度に

策定し、人口減少の克服や地域の活性化に向けた取り組みを進めてきました。

　一方で、区では、区政における中長期的な目標や方向性、具体的な取り組みを示す総合計

画として、品川区長期基本計画、品川区総合実施計画を策定しており、これらの計画を推進

することは、総合戦略がめざす「地域の特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生」につ

ながります。

　このことから、今回の総合戦略は、長期基本計画の方針・政策に沿って具体的な事務事業

を示す総合実施計画の中で、総合戦略の目的や課題との関連が強い取り組みを、総合戦略の

施策と位置づけ改定しました。

　計画期間は、総合実施計画と同様の 2022（令和４）年度から 2024（令和６）年度までとし、

総合実施計画と合わせて進捗管理を行っていきます。

　人口ビジョンについては、直近の人口動向やコロナ禍における区民の居住意向などを踏ま

えて将来人口推計を更新しました。区への居住意向は引き続き高く、将来展望やめざすべき

方向性はこれまでと同様に進めていきます。今後とも、人口動向を注視していきます。

２　品川区総合戦略の基本目標

　基本目標は、前回策定した総合戦略で設定した基本目標を継承し、目標数値を示し、引き

続き取り組んでいきます。

基本目標１

　安心して子どもを生み、楽しく子育てができるまちをつくる
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３　品川区総合戦略の具体的施策（品川区総合実施計画との対応）

　品川区総合戦略の具体的施策は次のとおりです。内容については、対応する品川区総合実

施計画の該当ページをご覧ください。
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解説用語一覧

※品川区独自の事業、計画、条例等には、冒頭に【区事業等】と記載しています。
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品川区総合実施計画

500 円 発行月：2022（令和４）年４月   

発 行：品川区 

編 集：品川区企画部 企画調整課 



今、この地球に、

人類は自らを滅ぼして余りある核兵器を蓄えた。

いまだかつて、開発された兵器で使われなかったものはない。

これは、歴史の恐るべき証明である。

一刻も早く、核兵器をなくさなければならない。

頭上に核の閃光がひらめく前に。

遅すぎたとき、それを悔やむだけの未来すら、

我われには残されていない。

品川区は、核兵器廃絶と恒久平和確立の悲願を込めて、

ここに非核平和都市を宣言し、全世界に訴える。

我われは、いかなる国であれ、いかなる理由であれ、

核兵器の製造、配備、持込みを認めない。

持てる国は、即時に核兵器を捨てよと。

このかけがえのない美しい地球と、

そこに住む生きとし生けるものを、

守り伝えるために。

持てる国は、即時に核兵器を捨てよと。

このかけがえのない美しい地球と、

そこに住む生きとし生けるものを、

守り伝えるために。

1985（昭和 60）年 3月 26 日

非核平和都市品川宣言非核平和都市品川宣言



人間は生まれながらにして

自由であり、平等である

いかなる国や個人も、いかなる理由であれ

絶対にこれを侵すことはできない

幾多の試練と犠牲のもとに

日本国憲法と世界人権宣言は

この人類普遍の原理をあらわし

人権の尊重が

国際社会の責務であることを明らかにした

今日、我が国社会の実情は

いまだに差別意識と偏見が

人々の暮らしの中に深く根づき

部落差別をはじめ

障害者、女性、先住民族、外国人への差別など

どれほど多くの人間が苦しんでいることか

人間がつくりあげた差別は

人間の理性と良心によって

必ずや解消できることを

我々は確信する

平和で心ゆたかな

人間尊重の社会の実現をめざす品川区は

「人権尊重都市品川」を宣言し

差別の実態の解消に努め

人権尊重思想の普及啓発と教育を推進することを

ここに誓う

1993（平成 5）年 4月 28 日

人権尊重都市品川宣言人権尊重都市品川宣言







第1次計画期間
2022 - 202 4
令和 4年度 ▶ 令和 6年度

品川区総合戦略

品 川 区 総 合 実 施 計 画
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